
優生手術及び人工妊娠中絶等被害者支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、優生手術及び人工妊娠中絶等被害者支援事業補助金（以下「本補

助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に

関する法律（以下「法」という。）第２条第２項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等及び

同条第４項に規定する旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等（以下「優生手術及び人工妊娠中絶

等」という。）を鳥取県内で受けた被害者等が国に対して損害賠償請求等のため訴訟を検討する

場合及び法第３条に規定する補償金、法第１０条に規定する優生手術等一時金及び法第１５条に

規定する人工妊娠中絶一時金（以下「補償金等」という。）の支給の請求手続を行う場合等に必要

となる費用の支援を目的として交付する。 

 

（補助の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる項目（以下「補助事業」という。）

について、別表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）のうち第４欄に掲げる額以下とする。 

３ 鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に

あたっては、県内事業者へ発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、別表の第１欄に掲げる項目の実施２週間前から実施した日から６

か月後の日が属する月末までに知事に提出しなければならない。  

２ 規則第５条の申請書、同条１号及び２号に掲げる書類は、様式第１号によるものとする。 

  ただし、事業実施後に規則第１７条第１項の規定による報告(以下「実績報告」という。)と併

せて交付申請するものについては、様式第１号の２によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、当該交付申請を受けた日から起算して３０日が経過する日までに

行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

  ただし、様式第１号の２により交付申請されたものについては、様式第２号の２により交付決

定通知及び交付額確定通知を併せて行うものとする。 

 

（実績報告の時期等） 

第６条 様式第２号により交付決定を行った補助事業に係る実績報告は、次に掲げる日までに行わ

なければならない。 



（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止の日から

６ヶ月後の日が属する月末 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式

第１号の「４添付書類」欄に記載する書類とする。 

 

（雑則） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、福祉保健

部長が別に定める。 

 

附則  

 この要綱は、平成３０年１０月２６日から施行する。 

 

  附則 

 この要綱は、令和元年７月１０日から施行する。 

 

  附則 

 この要綱は、令和７年１月１７日から施行する。 

 

  



別表（第３条関係） 

１補助事業 ２実施主体 ３補助対象経費 ４補助金の額 

手続支援 被害者が裁判

所への提訴又

は補償金等の

支給の請求を

希望される場

合等に必要と

なる費用への

支援 

旧優生保護法

に基づく優生

手術及び人工

妊娠中絶等を

受けた被害者

又はその家族

等 

成年後見制度申立て手続き

（注１）に要する費用（ただ

し、旧優生保護法に基づく優

生手術及び人工妊娠中絶等を

受けた者が被成年後見人（注

２）となるものに限る。） 

個 人 負 担 額 の

10/10 

（ただし、22 万円

を上限とする。） 

優生手術及び人工妊娠中絶等

を受けた者が裁判所へ提訴又

は最寄りの相談窓口（注３）へ

補償金等の支給の請求等の手

続を行うため等に要する旅費 

個 人 負 担 額 の

10/10 

（ただし、自家用

車利用の場合は、

県の旅費規程に準

じて計算した額に

よる。タクシー利

用の場合は、自家

用車利用の場合と

して計算した額を

上限とする。） 

同行支援 介助者及び手

話通訳者等が

同行する場合

等に必要とな

る費用への支

援 

旧優生保護法

に基づく優生

手術及び人工

妊娠中絶等を

受けた被害者

又はその家族

等 

優生手術及び人工妊娠中絶等

を受けた者が裁判所へ提訴等

の手続を行うため、介助者及

び手話通訳者が同行し介助等

を行うことに対する謝金 

個 人 負 担 額 の

10/10（ただし、介

助者等１人１時間

あたり６千円を上

限とする。） 

優生手術及び人工妊娠中絶等

を受けた者が裁判所へ提訴等

の手続を行うため、介助者、手

話通訳者及び家族等が同行す

ることに伴う旅費 

個 人 負 担 額 の

10/10 

（ただし、自家用

車及びタクシーに

被害者と同乗する

場合を除く。） 

その他の

支援 

優生手術及び

人工妊娠中絶

等の事実確認 

旧優生保護法

に基づく優生

手術及び人工

妊娠中絶等を

受けた被害者

又はその家族

等 

優生手術及び人工妊娠中絶等

の事実確認に要する費用（医

師診察費用、意見書作成費用

等） 

個 人 負 担 額 の

10/10 

（ただし、社会通

念上妥当と認めら

れる範囲内の額を

上限とする。） 

その他知事が

必要と認める

もの 

旧優生保護法

に基づく優生

手術及び人工

妊娠中絶等を

受けた被害者

又はその家族

等 

その他知事が必要と認める費

用 

個 人 負 担 額 の

10/10 

（ただし、社会通

念上妥当と認めら

れる範囲内の額を

上限とする。） 

注１）「成年後見制度申立て手続き」には、成年後見人のほか、保佐人又は補助人申立てに係る手続

きを含む。 

注２）「被成年後見人」には被保佐人又は被補助人を含む。 

注３）「相談窓口」とは、鳥取県庁、鳥取県中部総合事務所、鳥取県西部総合事務所に設置する「旧

優生保護法総合相談窓口」をいう。 


